「FOODEX JAPAN2027」KIPブース共同出展申込書　　E-mail : shutten@kipc.or.jp
申込期限：令和８年６月30日（火）　　　　　　　　　※応募多数の場合、抽選となります。
　　　　　　　※30社を超えた申込となった場合、募集自体を打ち切ります。
【企業情報】※必須　　　　　　　　　　　　　　　　　
	企業名
	ﾌﾘｶﾞﾅ

	
	

	企業名（英文）
	

	代表者名
	
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	

	従業員数（人）
	
	資本金（千円）
	

	所在地
	（〒　　　―　　　　　）
神奈川県

	ＵＲＬ
	


【担当者連絡先】※必須
	担当者部署
	

	役職
	

	
担当者氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ

	
	

	担当者住所　※上記と同じ場合は記載不要
	（〒　　　―　　　　　）
神奈川県

	TEL
	
	FAX
	

	E-mail
	


【出展物】※必須
	出展物名

	

	出展内容及び見どころ(30字程度)
	


【試飲・試食の有無】※必須　□欄にチェックをお願いします
	□　有り
	□　無し


[bookmark: _Hlk140741651]【冷蔵庫の有無】※必須　　　□欄にチェックをお願いします。
※出展者の皆さんが共同で使用する冷蔵庫を用意します。
※冷凍庫が必要な場合は出展者の責任と経費負担でご用意ください。
	[bookmark: _Hlk179277344]□　必要
	□　必要無し


【給排水設備の有無】※必須　□欄にチェックをお願いします
※出展者の皆さんが共同で使用する給排水設備（シンク等）を用意します。
	□　必要
	□　必要無し



【出展申込み先・問合せ先】　　
（公財）神奈川産業振興センター　取引振興課　　担当　田井中、木村
E-mail：shutten@kipc.or.jp　　TEL.045-633-5170   FAX.045-633-5068

【申請書類の確認】※必須　□欄にチェックをお願いします。
□　出展申込書 
□　暴力団等に該当しない旨の誓約書
□　企業及び製品パンフレット（パンフレットがない場合、各概要がわかるもの） 
□　応募資格を確認するため、必要に応じてその他の資料を提出する。

【応募資格】　以下の条件をすべて満たす方が対象となります。□欄にチェックをお願いします。
□　神奈川県内に事業所を有する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画していない。
※対象となる中小企業者とは、中小企業基本法第２条第１項から第５項までに規定された要件に該当する企業。
＜対象外となる者＞
・みなし大企業（大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある企業（中小企業庁「中小企業の定義についてQ7」参照））。
・組合、NPO法人等。
□　出展物が、企画・開発・製造、生産、加工した製品・商品等を出展する。
□　出展物が本展示会に適したものである。
□　食品関連市場に係る販路開拓に向けた強い意欲と具体的な事業計画を有している。
□　展示会期間を通じて、自社ブースに担当者を配置する。
□　公益財団法人神奈川産業振興センター及びFOODEX JAPAN事務局が作成する出展者規定、申出及び注意事項に賛同いただける。
□　KIPブースのカテゴリーゾーン、ブース位置、出展者ブース位置については異議申し立てをしない
□　事業終了後、概ね３年間の成果報告に協力いただける。
□　「KIPが負担する費用」以外の経費については出展者負担となることを了承いただける。
□　出展が決定した場合、出展者の都合による辞退をしない。（出展者都合による辞退の場合、キャンセルポリシーにより出展料はお支払いいただく可能性あり。）
□　県税の未納がない。
※（法人の場合）法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の未納がない。
※（個人事業主の場合）個人事業税の未納がない。
□　申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でない。神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でない。（必要に応じ神奈川県警察本部長に対して確認します。）
□　申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する業種、その他、公序良俗の観点から公益財団法人神奈川産業振興センターが適当でないと認める業種でない。

【その他の留意事項】　以下の事項をすべて同意する必要があります。□欄にチェックをお願いします。
□　KIPブースの仕様について、一部変更が生じる可能性がある。
□　FOODEX JAPAN事務局が定める出展規定、KIPからの指示、その他の規則等を遵守し、安全かつ快適な展示会運営に協力をする。正当な理由なくKIPの指示に従わないときは、出展を取り消す場合がある。
□　事実に反する申込があった場合、出展を取り消すことがある。
□　天災等の不可抗力により、FOODEX JAPAN事務局が展示会を中止または延期する場合や、KIPが出展を中止する場合がある。この場合、KIPは共同出展者が出展の準備に要した費用の賠償及び中止によって生じた損害の賠償はしない。
□　展示に際して、第三者との間で紛争が生じた場合、KIPは一切の責任を負わないものとする。
□　出展後に行うアンケートに協力をする。

